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ベスト裁判をめぐる動き、④化学一般京滋福地本第 42回安全衛生一泊学校参加報告、⑤2024年の労災発生状況、

⑥京都市公務災害認定闘争・再審査で認定、⑦この間の内外情勢のザッピング、⑧今月のお勧めの２冊です。 

Ⅰ 第３２回京都労働安全衛生学校開催 

 ６月１４日の午後、ラボール京都で、「第３２回京都労働安

全衛生学校」が開催されました。受講生は会場に１５人、オ

ンラインで５人の合計２０人でした。同学校は、京都総評と

いの健京都センターの共催で、「職場・地域の『いの健・ロー

アン活動家』の育成」を目的として、毎年５～６月の時期に

開催されています。 

 司会進行は、京都総評の柳生剛志事務局長で、開講のあいさつを京都総評の労働安全対策委員会責任者の中野

宏之京都総評副議長（京都教職員組合委員長）が行いました。第１講義は「労働安全衛生法の基本とローアン活

動の進め方」で講師はいの健京都センターの岩橋事務局長が、第２講義は「ハラスメントの防止と労災保険の活

用」で講師は前半のハラスメント防止をＮＰＯ法人メンタルサポート京都の飛騨佳美事務局長が、後半の労災保

険の活用を京都職対連（京都労災職業病対策連絡会議）の芝井公事務局長が行いました。第１講義で、岩橋講師

は、「労働組合があるのに、職場で労働者の命や健康が破壊されているということはあってはならないし、それが

起っているということは労働組合のとりくみが不十分な証拠だ」と強調しました。第２講義で、飛騨講師は、「職

場のハラスメントは、被害者と行為者の関係だけで発生するものではなく、職場のさまざまなストレス要因が背

景にもなっている。個人の問題ではなく、職場の問題として捉えることが重要だ」として、「行為者と被害書をと

りまく職場全体が、ハラスメント行為に対して声をあげられない、ものをいえない状態になっていないか」チェ

ックしようと呼びかけました。芝井講師は、「損なわれた健康、失われた命はもどらない。一番大切なのは、働く

ことが原因でいのち・健康が奪われない職場と社会を作ること。キーパーソンは労働組合」と指摘しました。受

講生からは、「勉強になった。ためになった」、「来年はもっと参加するように呼びかけたい」といった声が出され

ていました。 

Ⅱ 過労死防止京都連絡会・学習会＆第１１回総会開催 

 いの健京都センターが事務局を担っている「過労死防止京都連

絡会」の学習会と第１１回総会が、６月２１日、ラボール京都で

開催されました。参加は１３人でした。 

 第１部の学習会では、全国過労死を考える家族の会の寺西笑子

代表世話人が「『過労死防止大綱』の改正」を、過労死弁護団全国

連絡会の事務局・幹事をしている古川拓弁護士が「脳・心臓疾患

及び精神障害の労災認定基準の改定とその後の動向」をテーマに

お話をされました。寺西さんは、「過労死防止大綱とは」から始め、大綱の構成、当事者意見と見直し・変更のポ

イント、過労死等の現状と課題について話し、新大綱の活用＝労働組合等で研修をして職場で生かすことを呼び

かけました。古川弁護士は、改定のポイント（緩和される「時間」、複数出来事の総合評価、発症後の増悪）を説明

し、「労働時間」概念の最前線（＝「労働基準法」に言う労働時間と「業務起因性」の判断の前提となる労働時間）

や最高裁の２０２５年３月７日判決（静岡県警察官自死損害賠償請求事件）などを解説しました。【２Ｐに続く】 



２ 

 

 第２部の第１１回総会は、いの健京都センターの岩橋事務局長の司会進行で、荻野幸夫代表（京都労災被災者

家族の会）のあいさつ、京都労働局の小笠原哲治労働基準部長の来賓あいさつ、古川拓事務局長（過労死弁護団）

の議案提案が行われました。参加者が少なかったこともありましたが、参加者全員が発言する活発な討論が行わ

れました。全会一致の議案採択の後、新役員を選出して終了しました。 

Ⅲ この間のアスベスト裁判をめぐる動き 

 ５月２７日、建設アスベスト京都第２陣訴訟の控訴審の弁

論が、大阪高裁で行われました。第２陣訴訟の共同代表の北

村せつ子さんが意見陳述を行い、北村さんは「これ以上建材

メーカーの責任のがれの裁判が続くのは耐え難い。『早期の全

面解決』を！」と訴えました。また大河原壽貴弁護士が「外装

材に関する一審被告企業の予見可能性」について、谷文彰弁

護士が「解体警告義務」について口頭弁論を行いました。裁判

はこの日で結審し、判決の言い渡しは１０月３０日（木）午後２時となりました。裁判に先がけて、淀屋橋で宣

伝行動がとりくまれました。 

 ６月１３日、ユニチカの宇治工場で働きアスベストに被ばく

して中皮腫を発症した河合敏彦さん（京都職対連幹事）の「河合

さんの裁判を支援し、アスベスト被害者救済を進める会」の学習

会・結成総会が、宇治市内で開催されました。参加者は４０人で

した。京都職対連の新田昌之会長（京都自治労連）の司会進行で

進められ、アスベスト弁護団の谷文彰先生が学習会の講師とな

り、アスベストの説明から始まり、泉南アスベスト訴訟で示され

た工場型の国の責任と和解の枠組み、ユニチカの企業責任と訴訟の現状と見通し、そして課題を説明しました。

京都職対連の芝井公事務局長が会の申し合わせ事項を説明し、確認されました。共同代表に前窪義由紀さん（年

金者組合宇治・久御山支部、国民救援会宇城久支部）、南川多津夫さん（元ユニチカ労働者、元ユニチカＣＳ２患

者を守る会）、山中敏行さん（宇城久地区労、京建労宇治支部）の３氏を選出、事務局団体に前述の５団体に加え

て京都職対連（連絡先）を確認し、最後に河合さん本人も訴えを行って終了しました。 

Ⅳ 化学一般安全衛生一泊学校に参加しました！ 

 ６月７～８日、琵琶湖畔のホテルで、化学一般京滋福地本

の歴史と伝統を誇る「第４２回安全衛生一泊学校」が開催さ

れました。編集子は講演を頼まれたこともあり、最初から最

後まで参加させていただきました。１日目の午前は講演で、

編集子がいの健京都センターの学習パンフ「ハラスメント

のない働きやすい職場を創る！」を使ってお話させていた

だきました。午後からは化学一般京滋福地本における「労災

発生状況」についての報告をしたのち、３つの分科会（①初めて安全衛生を担当する人のために、②職場のハラ

スメントの実態交流、③メンタルヘルスの職場のとりくみ状況）に別れて報告と討論。そして日本特殊研砥労働

組合の竹重欽章委員長の落語（絶品！）を聞いて、安全衛生いろはかるた大

会が行われました。そして夜は夕食交流会。２日目はお昼まで災害事例の説

明を受けたのち、３つの分析・分散会に別れて討論。さいごに労働安全衛生

に関する〇✕クイズ～全体集会・閉校あいさつと続きました。バラエティに

富んだ内容で楽しく学習と交流ができました。参加者は３０人でした。 
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Ⅴ ２０２４年の労働災害発生状況 

１ 全体（５月３０日、厚生労働省発表） 

２０２４年の労働災害による死亡者数（新型コロナウィ

ルス感染症罹患者を除く）は７４６人（前年比▲９人）で

過去最少、休業４日以上の死傷者数は１３５，７１８人（前

年比＋３４７人）で４年連続の増加となりました。コロナ

感染症の罹患による労災死亡者数は１人（前年比▲３人）、

休業４日以上の死傷者数は１５，１９６人（前年比▲１８，４４１人） 

㊟ 但し、上記数字には、過労死・過労自死等の脳・心臓疾患＆精神障害やアスベストの労災被災者数は含まれていな

いことに注意が必要です！ 参考までに、「２０２３年度の脳・心臓疾患の労災請求件数」は、１，０２３件（前年

比＋２２０件）、内死亡事案２４７件（＋２９件）、「２０２３年度の精神障害の労災請求件数」は、３，５７５件

（前年比＋８９２件）、内未遂を含む自殺事案２１２件（＋２９件）（２０２４年６月２８日、厚生労働省発表）。

２０２３年度のアスベスト関連疾病の労災は、「肺がん、中皮腫、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚」が請求件数

１，３０５件、支給決定件数１，１７０件、「石綿肺」の労災支給決定件数が６２件、「特別遺族給付金」は、請求

件数３１７件で、支給決定件数１５９件（２０２４年２月１１日、厚生労働省発表）。 

死亡の業種別では、建設業２３２人、製造業１４２人、陸上貨物運送事業１２３人、商業５５人の順。事故の

型別では、墜落・転落１８８人、交通事故（道路）１２３人、はさまれ・巻き込まれ１１０人の順。 

死傷者の業種別では、製造業２６，６７６人、商業２２，０３９人、保健衛生業１８，８６７人、陸上貨物運

送業１６，２９２人の順。事故の型別では、転倒３６，３７８人、腰痛等の動作の反動・無理な動作２２，２１

８人、墜落・転落２０，６９９人の順。 

雇用者全体に占める６０歳以上の高齢者の割合は１９．１％ですが、労災による休業４日以上の死傷者数に占

める６０歳以上の高齢者の割合は３０．０％で、６０歳以上の高齢者の労災発生率は、３０歳代との比較で、男

性は約２倍、女性は約６倍。休業見込み期間も年齢が上がるにつれて長くなっています。 

外国人労働者の雇用者全体に占める割合は３．８％ですが、労災の死傷者数に占める割合では４．６％。労災

発生率（死傷年千人率）は、全体が２．３人で、外国人労働者は２．７１人、特に技能実習３．９８人、特定技

能３．９１人、身分に基づく在留資格３．６３人となっています。 

２ 京都（京都労働局、６月１８日発表） 

 ２０２４年の労災死亡者数は５人〔製造業２人、運輸業２人、清掃・と畜業１人／墜落・転落２人、飛来・落

下１人、激突され１人、交通事故（道路）１人）と前年の１７人に比べて１２人減少し、統計を取り始めた１９

５８年以降の６７年間において過去最少となりました。特に建設業で死亡者がゼロとなったのは初めてとのこと

です。休業４日以上の死傷者数は、２０１６年に過去最少の２２９６人になって以降増加傾向となっていました

が、２５６０人（コロナ関連の労災を除く）と、前年より１１２人・４．２％の減少となりました。業種別では、

①製造業４６９人、②保健衛生業４１１人（うち社会福祉施設３０４人）、③商業４１１人（うち小売業２９６

人）、④運輸業３６６人（うち道路貨物運送・陸上貨物取扱業２７６人）、⑤接客娯楽業２４３人（うち飲食店１

４２人・旅館業５７人）、⑥建設業２０７人、⑦清掃・と畜業１５１人（うちビルメンテナンス業８１人）、⑧林

業１９人となっています。建設業で前年から比べて５９人・２２．

２％の減少となっています。事故の型別では、①転倒６３４人、②腰

痛などの動作の反動・無理な動作４９６人、③墜落・転落３７７人、

④はさまれ・巻き込まれ２３０人、⑤交通事故（道路）１８１人とな

っています。年齢別には、①６０歳以上７８０人・３０．５％、②５

０歳代６８８人・２６．９％と、５０歳以上の中高年齢者で５７．

３％に及んでいます。 
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Ⅵ 京都市職労の公務災害認定闘争、再審査で勝利裁決！ 

４月２３日、京都市職労のＡ組合員の公務中の転倒事故による傷病（＝２

０２３年３月、外勤中に転倒して顔を７針縫うけが）について、地方公務員

災害補償基金の審査会は、Ａ組合員の再審査請求に対して、「２０２３年５

月１０日付の地方公務員災害補償基金京都支部長が行った公務外認定処分

並びに２０２４年１月２５日付の京都市支部審査会の審査請求を棄却するとの裁決を取り消す」との裁決を行い、

公務災害として認定しました！ 

Ⅶ この間の働くもののいのちと健康をめぐる内外情勢のザッピング 

１ イスラエル＆アメリカ、イラン空爆。ガザの死者５万５千人を超す 

 ６月１３日、イスラエル軍は、イラン各地に大規模な空爆を行い、以

来イスラエルとイランは攻撃の応酬を続けています。６月２１日には、

米軍がイラン領内の各施設３か所を空爆したと発表しました。いずれも

国連憲章と国際法に違反した無法な攻撃であるとともに、核施設への攻

撃は放射能汚染の恐れもあり到底許されるものではありません。 

 ６月１１日、ガザの保健当局は、２０２３年１０月のイスラエルとハマスの衝突以降のガザ側の死者数が５万

５千人を超えたと発表しました。ガザではアメリカとイスラエルの主導で運営されている食糧配給書付近の銃撃

で犠牲者が増加しています。 

２ 韓国新大統領に季在民（イ・ジェミョン）氏～前大統領と内乱勢力に審判！～ 

 ６月３日投開票された韓国大統領選挙で、最大野党の「共に民主党」の李在民

(イ・ジェミョン)氏が当選し、３年振りの政権交代となりました。昨年１２月に「非常戒

厳」を宣布した尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の罷免に伴い行われた今回の選挙で

李氏は歴代最多の１７２９万票（得票率４９．４％）を獲得しました。投票率は７

９．４％と高率で、１９９７年以降で最高でした。 

３ 通常国会；学術会議解体法、改定給特法、年金改定法は成立。企業団体献金禁止、選択的夫婦別姓は審議未了に 

 ６月２２日、今年の通常国会が閉会となりました。日本学術会議の独立性と自律性を脅かし、「学問の自由」を

侵害する日本学術会議解体法は、６月１１日、自民、公明、維新の賛成で可決・成立しました（立民、国民、共

産、れいわは反対）。教員の「働かせ放題」を温存した給特法（公立学校教員給与特別措置法）改訂案も、６月１

１日、自民、公明、立民、国民などの賛成で可決・成立しました（共

産、れいわは反対）。「マクロ経済スライド」に手を付けず年金の削

減を今後も継続する年金制度改定法は、６月１３日、自民、公明、

立民などの賛成多数で可決・成立しました（維新、国民、共産、れ

いわは反対）。企業・団体献金禁止法案や選択制夫婦別姓導入法案は、

自民党などの抵抗で審議未了となりました。 

４ ２０２４年の出生数、初の７０万人割れ。出生率も過去最低の１．１５ 

 ６月４日、厚生労働省は、２０２４年の日本人の人口動態統計を公表しました。２０２４年に生まれた子ども

（出生数）は、６８万６８６１人で初めて７０万人を下回りました。１人

の女性が生涯に産む見込みの人数を示す「合計特殊出生率」は１．１５と

過去最低を更新しました。婚姻数は、２年振りに増加し、４８万５０６３

組でした。平均初婚年齢は男性が３１．１歳、女性が２９．８歳でした。

死亡数は１６０万５２９８人で、７５歳以上の高齢者が８割を占めました。

出生数が死亡数を下回る事前減は９１万９２３７人と過去最大でした。 



５ 

 

５ ジェンダーギャップ指数、日本１１８位のまま 

 ６月１１日、「世界経済フォーラム」は、世界各国の男女平等度を示す

「ジェンダーギャップ指数」の２０２５年版を発表しました。日本の総合

ランキングは、世界１４８カ国中１１８位で、昨年と同じでした。今回も

主要７カ国（Ｇ７）中最下位で、韓国の１０１位、中国の１０３位にも及

びませんでした。総合首位はアイスランドで、フィンランド、ノルウェー

と北欧諸国が続いています。 

 

２０２５年近畿ブロック働くもののいのちと健康を守る学習交流集会 in神戸 

〇 開催日時：２０２５年８月２日（土）午後１時３０分～４時４０分 

〇 開催場所：神戸市中央区文化センター・１００１＆１００２号室 

（ＪＲ神戸線三宮駅から南へ徒歩約１０分弱） 

〇 プログラム： 

・ 特別講義「幸せランキングが高い北欧などの労働実態などの大きな

差はなぜ生まれた？何が改善の要か？！」（講師は、垰田和史さん、

働くもののいのちと健康を守る全国センター理事長、びわこリハビリテーション専門職大学教授） 

・ 過労死・過労自死被災者の労災認定や尊厳回復、損害賠償を求める遺族からの訴え。支援団

体からの報告。 

〇 参加費：無料 

〇 申し込みは、いの健京都センターまで、電話（０７５－８０３－２１３０）かＦＡＸ（０７

５－８０３－２１３４）かメール（ino-ken@topaz.ocn.ne.jp）でお願いします。 

〇 申し込み締め切り：７月２４日（水）午後５時まで 

いの健京都センター・第２７回定期総会 

〇 開催日時：２０２４年８月２６日（火）午後６時３０分～ 

〇 開催場所：ラボール京都（京都労働者総合会館）四階・第７会議室 

Ｓｔｏｐ！ザ・働き過ぎ！第２０回働き方を見直す京都集会 

〇 テーマ：「『新時代の日本的経営』から３０年、財界が狙う働かせ方に抗して～ジェンダー視

点で働き方を見直す～」 

〇 開催日時：２０２５年９月２８日（日）午後１時～４時１５分 

〇 開催場所：ラボール京都（京都労働者総合会館）四階・第１２会議室 

〇 主な内容： 

・ 記念講演「政府・財界の描く働き方・働かせ方の将来像を探る」 

（竹信三恵子さん、和光大学名誉教授） 

・ 基調報告 

・ グループトーク 

〇 参加費：無料、Zoom参加可 

〇 申し込みは、京都総評かいの健京都センターまで、電話・Fax・Mailでお願いします！ 

 



６ 

 

Ⅷ 今月のお勧めの２冊；「検証と証言・能登半島地震」、「ビジネスと人権」 

 １冊目は、自治体問題研究所・自治労連・地方自治問題研究機構編集の「検

証と提言・能登半島地震」（自治体研究社、２０２５年４月初版、２２００

円＋税）。本の帯には、「今、能登の復旧・復興はどこまで進んでいるのか？

－地震と豪雨の『多重災害』のなかで被災者の人権は守られてきたのか！」

とあります。本の構成は、中山徹奈良女子大学名誉教授・自治体問題研究所

理事長の序章「能登半島地震、復興のあり方を考える」から始まり、「イン

フラ、財政・経済、交通・移動、原発立地、自治体職員、医療・介護、集落

等のキーターム」から能登再生の道筋を探った１０本の論文が掲載され、岡

田知弘京都橘大学教授の終章「惨事便乗型『創造的復興』と『人間の復興』

の新たな対抗－被災地における地方自治とコミュニティ再生の重要性－」

で締めくくられています。中山先生は、「本気で国民を自然災害から守ろう

としているのか？」と国の復興政策を鋭く批判し、地域防災計画の見直し、

避難所の改善、防災予算の拡充を求め、地震後の推移を踏まえ、復興をめぐる危険な動き（過疎地の集約化、国

主導の復興）を告発し、復旧・復興の基本方向（復旧の遅れの直視、惨事便乗型復興計画の排除、生活・生業の

再建を第一義課題に、集落から積み上げる復興計画、災害に強いまちづくりを本気で、原発推進施策の見直し、

被災者が将来に希望を持てるように）を提案しています。岡田先生も、同様の視点から「憲法の理念と地方自治

を生かした復興を」「憲法を被災地で生かす」ことを呼びかけられています。災害列島＝日本における震災への備

え、震災からの復旧・復興を考える上で最適の一冊です。 

  

２冊目は、伊藤和子さん（弁護士、国際人権ＮＧＯヒューマンライツ・ナウの副理事

長）の「ビジネスと人権－人を大切にしない社会を変える」（岩波新書、２０２５年

２月初版、１０００円＋税）。本書のカバーの袖には、「企業が人を人とも思わないや

り方で搾取し蹂躙する社会が国内外の企業活動で生じている。企業は国際人権基準を

尊重する責任を負い、国家には人権を保護する義務があり、人権侵害には救済が求め

られる。私たち一人一人が国連の『指導原則』が示す『ビジネスと人権』の発想を知

り、企業風土や社会を変えるための一冊。」とあります。本書は、２０１１年に国連

の人権理事会が全会一致で採択した「ビジネスと人権に関する指導原則」（①人権を

保護する国会の義務、②人権を尊重する企業の責任、③救済へのアクセスの３つの柱

からなる）を説明し、その活用を呼びかける本です。「なぜビジネスと人権なのか」

の説明から始まり、「ビジネスと人権に関する指導原則とは何か」を説明し、「指導原

則の世界での実施」を紹介。そして２０２３年の夏に、「国連ビジネスと人権作業部会」が訪日調査を行って作成

された「最終報告書」に基づいて「日本企業が直面する人権問題」をとりあげています（マスコミで大きく取り

上げられたジャニーズの性加害問題だけでなく、さまざまな日本の人権問題の深刻さを思い知らされます！）。

日本では、政府が２０２０年に「ビジネスと人権に関する行動計画」を、２０２２年に「ガイドライン」を策定

し、企業に「人権デュー・ディリジェンス」（人権状況の事前調査や評価）の実施を求めています。伊藤さんは、

終章「社会は変えられる」において、政府に「国内人権機関の設立」と「包括的差別禁止法の制定」を求めると

とともに、「私たち自身の未来を変えるために」人権を大切にしないカルチャーを、人権を大事にするカルチャー

に変えることを呼びかけ、「指導原則」を活用し、日本でも市民の多くの声が企業行動を変え、社会を変えること

を私たちに期待しています。 


